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地震により外部電源をすべて失い、復水器が使用不能に。非常用ディーゼル発電機が自
動起動し、原子炉隔離時冷却系も運転するも、その後、津波により、非常用ディーゼル発電
機やバッテリー、電源盤等、全ての電源を失い、計器類の監視・計測機能や操作機能、照
明等が使用不能となった。

写真；東京電力（2011年3月15日撮影）



東電福島第一原発事故の
政策的風化の進行

・電力不足を防ぐためとして、停止中の原発の再稼働を
推進する。
・カーボンニュートラルの実現には原発利用が必要との
議論が出されている。

〇 本当に電力は不足するのか？
〇 政府のカーボンニュートラル構想で原発は約２０～２２％

政府の姿勢は「原発復権」

福島第一原発の過酷事故の責任と反省はどこに・・・



福島原発事故を過小に見せかける

〇 人々の帰還とは別個に、復興拠点避難解除

が次々と行われている。

〇 避難者らを対象とする医療費や介護保険料の

減免措置の廃止方針が出された。

〇 リスクコミュニケーション戦略として、復興を

アピールし、原発の過酷事故を過小に見せる

展示施設の公開などが進められている。

国及び東電は、原発事故の責任を回避しようとしている。



中長期ロードマップ第6版（2019年12月改訂）

〇 汚染水対策 ２０２１年4月13日 政府は海洋放出方針を決定

〇 デブリの取り出し ２号機で２１年から→２２年に延期

〇 使用済み核燃料の取り出し １・２号機は再延期

廃炉完成の姿は描けないのに、廃炉完了は事故後３０～４０年

架空の廃炉完了時期と
スケジュールの進捗を重視する廃炉計画



たまり続ける「ＡＬＰＳ処理水」

トリチウム汚染水はどのように発生するのか



タンク内の処理水の約７割には
処理水にトリチウム以外の６２
核種の放射性物質が排出基準
を上回る濃度で含まれている。

この事実は２０１８年に明らかに
なるまで公表されていなかった

多核種除去設備（ALPS）

ＡＬＰＳ処理水におけるトリチウムの含有

・トリチウム平均濃度 約73万Ｂｑ/ℓ

・トリチウム総量 約860兆Ｂｑ
（純トリチウム水換算 約16ｇ）

・「トリチウム汚染水」の増加量
年間約5～6万ｔ

ＡＬＰＳ処理水の海洋放出を前に滑り込み検査合格

現在のＡＬＰＳ ９年間試運転を続けやっと検査合格
試運転開始 ２０１３年３月 その後トラブルが続く
・処理性能の大幅な低下
・タンクでの水漏れ
・フィルターの破損



写真；資源エネルギー庁（2021年6月撮影）

東電の発表
「２０２３年秋には保管容量が限界に達する。
敷地内の貯蔵タンクの増設は限界」

・タンク数 １０４７基
・汚染水の保管量 約１３０．７万トン
・1日当たりの増加量は、約１３０トン

・タンク容量全体の９６％
（ 東京電力発表；２０２２年７月７日現在）



海洋放出は既定路線
結論ありきの議論が行われてきた

海洋放出に動き出したのは2013年
9月 ・当時の安倍首相（オリンピック招致のプレゼンにて）

「アンダーコントロール」（状況はコントロールされている）

・日本原子力学会事故調査委員会

「トリチウムは薄めて海に流すべき」

11月 ・東電 「タンクへの保管は、2015年で破綻する」

12月 ・ ＩＡＥＡ調査団

「基準値以下なら放出することも含め、東電はあらゆる

選択肢を検証すべきだ」

・ 専門家検討会（トリチウム水タスクフォース）の初会合

「開かれ処分方法の検討を開始。」



タスクフォース「海洋放出への誘導」

2016年
4月 ・経産省「海洋放出が最も短期間で低コストで処分できる」

との試算結果をタスクフォースに提示。

6月 ・「トリチウム水タスクフォース報告」

５つの処分方法についての技術的評価を公表。

＊「海洋放出」の優位性を示す

2018年

8月 ・政府のＡＬＰＳ小委員会は、初めての公聴会を実施し

５つの処分方法を説明するも反対意見が続出

2020年

2月 ・ＡＬＰＳ小委員会 提言案をまとめ政府に提出

海洋放出と大気放出を「現実的な選択肢」

「海洋放出の方が確実に実施できる」





「海洋放出」推進の国の主張と、私たちの反論
① 燃料デブリや使用済燃料の取り出しなどを行うことにより、発電所全体のリスクを低減さ
せ、将来の汚染水発生も完全に抑えられるようになり、廃炉が進捗する。
・燃料デブリの状況はわかっていない。2022年度に取り出そうとしているデブリは数ｇ。

② こうした作業を進めるためには、高台も含めた敷地内に、安定した一定規模の土地を確
保する必要があるが、タンクエリアの拡大などにより、敷地の利用に制約が出つつある。
・燃料デブリの本格的な取り出しは立たない。新たな施設の建設は緊急性がない。
・今後1・2号機からの使用済み核燃料の取り出しに伴う保管については、既存の保管施設
で十分可能。

③ したがって、廃炉の進捗のためには、燃料デブリや使用済燃料の取り出しなどの作業と
ＡＬＰＳ処理水の処分を同時並行的に検討していくことが必要。

・今緊急に行うべきことは
1) タンクの設置敷地の確保とタンクの増設、予備タンクの活用
2) 汚染水の発生を止める
※汚染水の発生を止めれば、ＡＬＰＳ処理水も増えない。3～4年の
間に、汚染水の発生を抑えれば、今後増設するタンク及び予備
タンクの利用で、長期保管が可能となる。

※ＡＬＰＳ処理水の海洋放出をする必要はない。



東電福島第一原発の敷地利用

フランジタンク解体
エリア

・１２万㎥の増設可
能な空きがある



凍土遮水壁は、地下水流入防止対策には役立っていない。

東電福島第一原発の地下水対策

・サブドレンによる地下水のくみ上げにより、建屋への流入を抑え、建屋内滞留水
の低減ができる。

・雨水の侵入及び降水浸透を防ぐため、屋根の設置とフェーシングで抑制



海洋放出に反対する理由 ①
■ 「トリチウム汚染水」の蓄積は、事故を起こした

国と東電が、自らの対応の不備から生じたもの

自らの都合の解消のために、再び放射性物質を放
出し汚染を拡大させることは、まさに「故意による二
次的加害行為」である。

「廃炉と復興は両輪」はうそ！

人々の犠牲の上に廃炉を進める何物でもない！



海洋放出に反対する理由 ②
■ 第一原発は事故を起こした原子炉で、直接デブリに触

れた高濃度で大量の放射性物質を含む汚染水である。

稼働中の原発のトリチウム水と同等に扱うことはできない！

・ 「ＡＬＰＳ処理水」には、トリチウムをはじめ、高濃度の放射性物質が大量に含ま

れている。（トリチウム以外、ストロンチウムなど６２核種が、排出基準を上回る濃

度で含まれている。）

・ 「濃いものを薄めて準値以下にして放出すれば大丈夫」こういった「安全・安心」

論は認められない。

・ 「今まで外に出さないで保管してきたが、保管できなくなった」として、薄めて環境内に

放出をする。これは、放射性物質をタンク内から、環境内（海洋）に移動させるというだ

けのこと

私たちの求める「安全・安心」は、放射性物質は「外に出さない」ということ



「海洋放出」以外の選択肢を拒否する国の姿勢と
「安全性」をひたすら強調する国の姿勢





■ 約束を破ってまでも「海洋放出」か！

「（ALPS処理水は）関係者の理解なしには如何なる
処分も行わない」

海洋放出に反対する理由 ③

福島県漁連および全国漁連は、6月末に改めて断固反対を表明

２０１５年８月 国及び東電は、地下水バイパスおよびサブドレンからのくみ上げた地
下水の海洋放出の了解を得る会議で、漁業組合など関係者と約束をしている。

漁業組合は「事故で生じた放射性物質を外部に出さないように厳重には監視下
に置き、中長期的な保管の継続」を求めている。

「約束を守る」ことは何よりも信頼関係を作るうえで重要であり、不可欠のことです。

約束を守りながら汚染水対策を行うのは当然のこと。
信頼関係が失われた中では、理解など進むはずがない。



2022年4月23日 福島民報
ALPS 処理水の海洋放出に関する
国民的理解は得られていない



2022年6月20日 福島民報

2022年3月7日 福島民報



■ 「風評を発生させない」ための対策が不可欠

「不安や風評被害が発生せず本県漁業・水産業をはじめすべての産業に
おいて復興が阻害されず着実に進展していけるということに確信が持てる
までは、海洋放出には反対する。」

２０２１年４月３０日 福島県の生産者団体の共同声明

農業、漁業、林業などの従事者、観光業の従事者、被災自治体では

・生活再建

・放射能の低減などによる信頼回復

・風評被害の払しょく

・故郷の復興

これまで長い年月をかけて取り組んできた。

「トリチウム汚染水」の海洋放出は、多くの努力を崩してしまう。

一時的な風評ではなく、次世代にもつながる問題であり、実害を伴う大きな
問題である。

海洋放出に反対する理由 ④



国際条約、国内法等に違反する可能性が極めて高い。

〇 トリチウム汚染水の海洋放出は、公衆の被ばく線

量限度１ｍSv/年を担保する法令（線量告示）に違反

する。

〇海洋放出の方法は、ロンドン条約・議定書違反

ロンドン条約・議定書で、「その他の人工構造物からの故意の海洋処分」

は放射性廃棄物の形態・状態によらず禁止されている。

経産省・原子力規制委員会も、外務省も、東電も、法令
違反をごまかすための勝手な解釈を繰り返し、法令順
守を言っている。

海洋放出に反対する理由 ⑤



東電の示した「海洋放出の具体的方針案」
海底トンネル掘削により沖合1㎞で放出

2021年8月25日

・ ２０２３年春ごろの放出開始に向け、

今秋のトンネル工事着手を目指している。



2022年7月19日 福島民報



福島からの運動の発信
「トリチウム等を含むＡLPS処理水の海洋放出方針の再検討を求める署名」

2022年7月20日 署名提出
東京電力及び経産省に要請行動









•核と人類は共存できません
•福島原発事故もそれを証明
しています

•ともに、脱原発の声を
あげていきましょう！

終わりに




